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平
成
25
年
度
高
島
市
職
員
採
用
試
験
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

《
上
級
一
般
事
務
職　
10
人
程
度
》

・
学
歴　
不
問

・
年
齢　
昭
和
58
年
４
月
２
日
か
ら

　
　
　
　
平
成
４
年
４
月
１
日
ま
で

　
　
　
　
に
生
ま
れ
た
方

▼
第
１
次
試
験

・
期
日　
７
月
28
日
（
日
）

・
会
場　
安
曇
川
公
民
館

・
方
法　
教
養
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）

※
第
１
次
試
験
合
格
者
を
対
象
に
第
２
次

試
験
を
８
月
下
旬
に
行
い
ま
す
。

　
最
終
合
格
者
発
表
は
９
月
中
旬
の
予
定

で
す
。

▼
受　
付

　
・
期
間　
６
月
３
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
　
～
28
日
（
金
）

　
・
時
間　
８
時
30
分
～
17
時
15
分

　
・
場
所　
市
役
所
職
員
課

職
員
課
　
（
２
５
）
８
５
２
５

　
現
在
求
職
中
の
方
や
、
来
春
・
来
々
春

卒
業
予
定
の
大
学
生
・
専
門
学
生
の
方
な

ど
で
高
島
市
で
の
就
職
を
お
考
え
の
方

と
、
人
材
を
求
め
る
市
内
企
業
の
出
会
い

の
場
と
し
て
、
就
職
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま

す
。

　
今
年
は
時
期
を
早
め
、
学
生
や
再
就
職

希
望
者
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
や
す
い

土
曜
日
に
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
６
月
29
日
（
土
）
12
時
～
16
時

▼
会
場　
安
曇
川
公
民
館

▼
内
容　

○
合
同
企
業
説
明
会　
13
時
～
16
時

　
　
市
内
企
業
が
各
社
順
番
に
説
明
や
Ｐ

　
Ｒ
を
行
い
ま
す
。
市
内
の
い
ろ
い
ろ
な

　
企
業
を
知
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。
出
入

　
り
は
自
由
で
す
。

○
Ｐ
Ｒ
・
相
談
コ
ー
ナ
ー　
12
時
～
16
時

　
　
事
業
所
ご
と
に
ブ
ー
ス
を
設
け
、
事

　
業
の
紹
介
や
、
製
品
・
商
品
の
Ｐ
Ｒ
、

　
個
別
説
明
を
行
い
ま
す
。
定
住
相
談
や

　
就
農
相
談
コ
ー
ナ
ー
も
開
設
す
る
予
定

　
で
す
。

※
参
加
無
料
で
、
事
前
申
込
不
要
で
す
。

商
工
振
興
課

　
（
２
５
）
８
５
１
４

お
知
ら
せ

有  

料  

広  

告

㈱ぷろあーす高島市安曇川町西万木 384-6

近
江
た
か
し
ま

　
就
職
フ
ェ
ア
２
０
１
３

　
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

の
た
め
、
施
策
の
現
状
と
あ
り
方
に
つ
い

て
意
見
や
提
言
を
求
め
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的

に
、「
男
女
共
同
参
画
推
進
懇
話
会
」
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
任
期
満
了
に
伴
い
懇
話
会

委
員
（
公
募
委
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

　
▼
募
集
人
数　
３
人
以
内

▼
応
募
資
格　

　
平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
、
満
20
歳
以

上
で
高
島
市
内
に
在
住
、
在
勤
の
方

▼
委
員
任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

▼
委
員
の
仕
事

　

年
２
～
３
回
程
度
の
会
議
に
出
席
し

て
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
審
議
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
応
募
締
切　
６
月
14
日
（
金
）
必
着

▼
応
募
方
法

　
所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
持
参
、
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
で

市
民
活
動
支
援
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
募
集
案
内
・
応
募
用
紙
は
各
支
所
ま
た
は

市
民
活
動
支
援
課
で
配
布
の
ほ
か
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
応
募
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
委
員
を
選
考
し
、

そ
の
結
果
を
ご
本
人
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・

市
民
活
動
支
援
課

　
（
２
５
）
８
５
２
６

　

shim
inkatudo@

city.

　
　
　
　
　
　

takashim
a.shiga.jp

男
女
共
同
参
画
社
会
を
つ
く
る

懇
話
会
委
員
（
公
募
委
員
）
を
募
集
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約 軒に1軒が加入!約4軒に1軒が加入!約4軒に1軒が加入!
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コープしがは創立２０周年を迎えました！ 滋賀県下滋賀県下

宅配宅配 店舗店舗

高島市新旭町新庄 1013-1 

0740-20-1159http://www.eonet.ne.jp/~heartfukushitaxi/

あなたの、お　   になります
車いすに乗ったまま、自由に乗り降りが出来ます
お一人でも、もちろん付き添いの方も同乗可能です
（車いす１台＋同乗者２名）
医療機関の通院や、入退院や転院も出来ます
ストレッチャー使用車で安心してご利用していただけま
す　（車いす２台または車椅子１台とストレッチャー）
福祉タクシーチケットも、ご利用になれます
ホームヘルパー資格者（民間患者輸送事業者）が送迎い
たします。安心してご利用ください

予 約 電 話

　
滋
賀
県
と
高
島
市
で
は
県
税
と
市
税
の

滞
納
額
の
縮
減
を
よ
り
一
層
進
め
る
た

め
、
県
と
市
の
職
員
が
共
同
で
徴
収
業
務

に
取
り
組
め
る
よ
う
、
今
年
８
月
１
日
か

ら
西
部
県
税
事
務
所
高
島
納
税
課
を
高
島

市
役
所
内
に
移
転
し
ま
す
。

　
移
転
後
は
、
県
税
の
徴
収
事
務
に
加
え

て
、
法
人
事
業
税
等
の
申
告
受
付
、
軽
油

引
取
税
に
係
る
免
税
証
や
県
税
納
税
証
明

書
の
交
付
事
務
な
ど
は
、
市
役
所
内
で
行

い
ま
す
。
な
お
、
狩
猟
税
納
税
証
紙
の
販

売
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
高
島
合
同
庁
舎

内
で
行
い
ま
す
。

【
県
税
】
西
部
県
税
事
務
所
管
理
課　

　

０
７
７
（
５
２
２
）
９
８
０
５

　

  【
市
税
】
市
役
所
納
税
課

　
（
２
５
）
８
５
２
２

西
部
県
税
事
務
所
高
島
納
税
課

が
高
島
市
役
所
に
移
転
し
ま
す

高
島
市
職
員
採
用
試
験

　
高
島
市
人
権
教
育
推
進
協
議
会
で
は
、

市
内
各
区
・
自
治
会
・
団
体
お
よ
び
企
業

が
地
域
や
職
場
な
ど
で
行
う
人
権
学
習
会

な
ど
の
教
材
と
し
て
、
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
い
じ
め
問
題
や
職
場
で
の
人
権
を
テ
ー

マ
に
し
た
も
の
、
子
ど
も
に
や
さ
し
い
気

持
ち
を
は
ぐ
く
む
ア
ニ
メ
作
品
な
ど
、
人

権
学
習
用
の
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
新
し
く

入
り
ま
し
た
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
貸
出
は
無
料
で
す
。

詳
し
く
は
高
島
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
島
市
人
権
教
育
推
進
協
議
会

　
　
（
事
務
局　
社
会
教
育
課
）

　
（
３
２
）
４
４
５
７

滋賀県人権啓発
キャラクター

「ジンケンダー」

人
権
学
習
用
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
貸
し
出
し
ま
す

　

福
祉
医
療
費
受
給
券
（
乳
幼
児
を
除

く
）、
重
度
心
身
障
害
老
人
等
福
祉
助
成

券
お
よ
び
精
神
科
通
院
医
療
費
受
給
券
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　
受
給
券
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
本
人
ま

た
は
保
護
者
な
ど
か
ら
の
申
請
が
必
要
で

す
。

▼
受
給
券
の
申
請
受
付

　
現
在
、
受
給
券
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
に
は
、
更
新
手
続
き
の
案
内
を
送
付
し

ま
す
。
市
役
所
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支

所
の
窓
口
で
６
月
17
日
（
月
）
か
ら
７
月

１
日
（
月
）
ま
で
の
間
に
必
ず
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
申
請
が
な
い
場
合
は
、
受
給
資
格
を
喪

失
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

★
平
成
24
年
中
の
所
得
の
申
告
は
お
済
み

で
す
か

　
平
成
25
年
度
所
得（
平
成
24
年
収
入
分
）

の
申
告
が
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
受
給

券
の
更
新
手
続
き
が
行
え
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課

　
（
２
５
）
８
１
３
７

福
祉
医
療
費
受
給
券
な
ど
の

更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す


